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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した 

相談支援従事者研修等の実施及び留意点等について 

 

 相談支援専門員については、指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大

臣が定めるもの（平成 24 年厚生労働省告示第 225 号）、指定地域相談支援の提供に当た

る者として厚生労働大臣が定めるもの（平成 24年厚生労働省告示第 226号）又は指定計

画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成 24年厚生労働省告

示第 227 号）に定める相談支援従事者初任者研修、相談支援従事者現任研修を修了し、

当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものであること等を要件としてい

るところです。 

また、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者については指定障害福祉サー

ビスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等（平成 18年

厚生労働省告示第 544 号）又は障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う

者として厚生労働大臣が定めるもの（平成 24年厚生労働省告示第 230号）に定めるサー

ビス管理責任者基礎研修、実践研修、更新研修又は児童発達支援管理責任者基礎研修、

実践研修、更新研修を修了し、これらの研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受け

たものであること等を要件としているところです。 

 今般の新型コロナウイルス感染拡大防止のため、標記研修の実施にあたって留意すべ

き事項等について、下記のとおりお示しいたします。 

 貴都道府県での企画・運営の参考としていただくとともに、管内の関係者への周知を

よろしくお願いいたします。 

 また、貴都道府県における今年度の標記研修について、当該研修における新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大防止対策を含めた取扱い方針や実施計画等について、管内の

市区町村、相談支援事業者及び貴都道府県で管理する修了者名簿に登載された当該研修

修了者のうち、資格更新のために今年度の更新研修修了が求められる者に対し周知いた

だきますよう、改めて格段のご配慮をお願いいたします。 

 

 

記 

 

参考資料２



１  研修を実施するにあたっての基本方針 

（１）研修実施に関する基本的な考え方 

  受講者が研修を修了するためには、告示に示す方法（講義、演習、実習)や科目、時

間数を満たした研修の全課程を受講することが必要です。 

  そのため、サービスの継続性確保の観点から、今年度研修を受講することが必要な

者に対し、２に示す等の感染拡大の防止対策を行った上で、研修を可能な限り実施す

ることを検討してください。 

  特に、講義については、オンライン等の遠隔化を図るなどし、今年度中の実施をお

願いします。演習及び実習については、管内の感染拡大の状況を見定め、実施につい

て検討してください。 

  ※ ３に示すとおり感染症拡大防止対策に関する経費を補助 

 

（２）受講対象者等の把握 

  今後の感染拡大の経過によっては、研修に関する臨時的な取扱（本通知末尾の参考

を参照）等の措置を適用する場合も想定されます。その際には、対象となる者を明確

に把握し、名簿上管理するほか、当該措置の対象者にその期間及び内容を確実に通知

することが必要になります。 

また、研修受講対象者については、以下のア及びイに該当する者は、特に今年度に

受講が必要となることから、各都道府県において、研修受講者の募集を行う際に、当

該者について確実に把握してください。 

  ア 今年度若しくは次年度の早い時期に新規に事業を開始しようとする場合であっ

て、基準省令上、相談支援専門員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者

(以下「相談支援専門員等」という。)として新たに資格の取得が必要な者（過去に

取得した資格を喪失し、新たに取得し直す者を含む）。 

  イ 現に基準省令上、相談支援専門員等として人員配置をしている者であって資格

の更新が必要な者又は今年度若しくは次年度の早い時期に、引き続き相談支援専

門員等として配置する具体的な計画があり、資格の更新が必要な者。 

 

２  研修を実施するにあたっての特に留意すべき事項等 

（１）感染拡大の状況に応じた開催時期の設定 

  各都道府県（指定・委託事業者を含む。以下同じ。）においては、新型インフルエン

ザ特別措置法第 32 条第 1 項の規定に基づく緊急事態措置の実施や区域内における感

染拡大の状況等を勘案した上で、開催時期を設定してください。 

 

（２）研修実施における感染拡大防止対策の徹底 

  研修の実施にあたっては、以下に例示するような新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止対策に十分留意した上で研修実施を検討してください。（詳細は別添参照） 

   ア 講義部分の遠隔化           →別添の１ 

   イ 演習の小規模化・分散化        →別添の２ 



   ウ 研修会場における感染症拡大防止対策等 →別添の３ 

 

（３）研修の遠隔化に際しての留意すべき事項 

  研修を遠隔化する際は、下記の点に留意して実施してください。また、遠隔化につ

いては別添で更に具体的な取扱い方法をお示しします。 

    ア 技術的又は経済的な理由等により、受講者が研修を受講できない等の不利益

が生じないよう配慮を行うこと（障害のある受講者への配慮を含む）。 

      例）感染症対策やアクセスの保障された会場における受講の一部併用 

        情報アクセシビリティに配慮した教材を提供する 等 

    イ 受講者の責に帰さない機材・設備等の不具合により受講が不可能又は中断さ

れることがないように実施すること（不具合により修了要件が満たせなくな

った場合は、再履修の機会を設ける等の処置を講じ、修了の要件が満たせるよ

うな配慮を行うこと。）。 

   ウ 修了の認定にあたっては、受講確認及び効果測定を実施すること。 

 

（４）感染症対策を行った上での人材育成や研修の企画・運営に関する検討の実施 

  研修の企画・運営に関する検討を行うにあたっては、以下に例示するような検討の

場における協議や研修を担う講師の育成や講師間の共有等の準備も重要です。遠隔会

議システムの活用や会議会場における感染予防の取組等の感染症の感染拡大防止対策

をとった上で、十分な準備を行うようにしてください。 

    ア 人材育成・研修の企画立案を検討する協議の場を設けること。 

    イ 研修講師に研修の目的や獲得目標、具体的な科目の展開方法、研修講師の

役割や留意点等を伝達・協議する取組を実施すること。 

    ウ 国が行う相談支援従事者指導者養成研修を修了した研修の全体を統括する

役割を担い、講師等のリーダーとなる指導者を配置すること。 

  また、今般の新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況等が障害福祉サービス等を

運営する法人や障害福祉サービス等の事業所に与える影響等を考慮し、都道府県より

検討会委員や講師等への協力依頼について、所属法人の長などに宛てた文書等による

もののほか、適宜適切な方法により協力依頼を行ってください。また、委託や指定事

業者により実施する場合にも、事業者と協議し、都道府県からも協力の依頼を行うこ

と等を検討してください。 

 

 

３ 新型コロナウイルス感染症対策を施した研修実施に対する財政支援 

  都道府県が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために研修の小規模・分

散化及び講義の映像化の取組を追加的に行った場合、当該追加的取組について、令和２

年度補正予算案に盛り込んだ「在宅障害者等に対する安否確認等支援事業」による財政

支援を行うこととしております。追加的取組の具体的範囲等については、追ってお示し

いたします。 



 

（参考） 

 

○「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る相談支援専門員等研修の臨時

的な取扱いについて」(令和２年２月 28 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課事務連絡)(抜粋) 

新型コロナウイルス感染症への対応のため現任研修又は更新研修が延期又は中止さ

れた結果、現任研修又は更新研修を修了することができない相談支援専門員等につ

いては、都道府県が認める期間内は現任研修又は更新研修を修了したものとみなす

ことができる。 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、実施する予定であった現任研修、

主任研修又は更新研修が延期又は中止された場合の措置は既に上記の通りお示ししてお

り、令和２年度も引き続き適用可能です。なお、当該措置は都道府県が認める期間にお

いて、研修を修了したものとみなす措置ですから、当該期間終了後は研修を修了する必

要があります。 

 

 

（問合せ先） 

○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

 障害福祉課地域生活支援推進室相談支援係 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線３１４９） 

 


